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議      長  日程第４「議案第56号令和４年度松田町上水道事業会計補正予算（第３号）」

について、町長の提案説明を求めます。 

町      長  議案第56号令和４年度松田町上水道事業会計補正予算（第３号）。 

 （総則）第１条、令和４年度松田町上水道事業会計の補正予算（第３号）は、

次に定めるところによる。 

 （収益的支出の補正）第２条、令和４年度松田町上水道事業会計（以下「予

算」という。）第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 科目、既決予定額、補正予定額、計の順で申し上げます。 

 第２款水道事業費用、１億3,128万7,000円、０円、計１億3,128万7,000円。 

 第１項営業費用、１億1,665万3,000円、466万8,000円、計１億2,132万1,000

円。 

 第４項予備費、817万6,000円、マイナス468万8,000円、計350万8,000円。 

 令和４年12月６日提出、松田町長 本山博幸。よろしくお願い申し上げます。 

議      長  町長の提案説明が終わりました。担当課長の細部説明を求めます。 

環境上下水道課長  それでは、令和４年度松田町上水道事業会計補正予算（第３号）について御

説明いたします。 

 今回の補正につきましては、電気料高騰に伴うものが主なものでございます。 

 それでは、４、５ページをお願いいたします。補正予算実施計画内訳（第３

号）の収益的収入及び支出の支出を説明いたします。款２、水道事業費用、項

１、営業費用、目１、原水浄水配水及び給水費、節25、動力費につきましては、

電気料高騰に伴い、各ポンプ場にかかる電気料金の不足が見込まれるため、増

額するものでございます。目３、総係費、節２、給料、節３、手当等、節４、

法定福利費につきましては、当初予算で見込んだ人員配置の変更により減額す

るものでございます。以上の増減を予備費にて調整しております。 

 なお、６ページ以降は給与費に係る明細書を添付しております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

議      長  担当課長の細部説明が終わりました。それでは、これより質疑に入ります。 

６ 番 井  上  燃料費…光熱費の高騰による部分ということで、４ページ、５ページのです
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ね、動力費の616万8,000円という金額です。この金額についてですね、見込み

だということですけれども、まだまだですね、電気料のほうはこれからも多少

ですが増高してくるんではないかなというふうに報道されています。それらを

見込んでですね、３月までの金額がここで補正をされる616万8,000円というふ

うに理解をしていいのか。それとも、今現状の、もう既に確定をした電気料金

が３月までにかかる部分ということでの補正予算なのかということでお伺いを

したいと思います。もう一度ですね、やはり３月まで、あと12、１、２、３、

電気料金、12月これからの請求になるかと思いますが、約３月分ですよね。そ

れらに対しての電気料金、もう一度補正をする、電気料金のこれからの上昇に

向けて、もう一度補正をするかもしれないかどうなのか、そこについてお伺い

いたします。 

環境上下水道課長  電気料につきましては、今後も上がるというふうには言われているところで

す。前年と比べましても、1.3だったり1.4倍ぐらいだと言われていたりするん

ですが、その金額をこの補正の中に盛り込んでしまうと、もしかすると今後過

大になる可能性もあるということで、今この補正の中で計上させていただいて

いるのは、今年度に入っての過去の一番高い月のものを残りの４か月分で入れ

させてもらって、もしそれでも足りないということでしたら、今後補正がある

か、予備費で対応するかというような形で対応させていただきたいと考えてお

ります。以上です。 

６ 番 井  上  分かりました。今までで一番高い月の実績の掛ける残り３か月分ということ

だというふうに理解をしました。なかなか、予備費のですね、残も残り350万

円ですか、ということで、かなりぎりぎりの線なのかなというふうに思います。

動力費の電気料ということですので、なかなかここは節減というのはですね、

ほぼできないというふうに私は理解しております。そういった今後のですね、

12、１月ということの実績をですね、捉えまして、また予算が不足することの

ないようですね、今後の対応に注視をしていただきたいと思います。以上で終

わります。 

議      長  ほかにございますか。 
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(「なし」の声あり ） 

 この辺で質疑を打ち切りたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声多数 ） 

 異議なしと認めます。質疑を打ち切ります。討論に入ります。 

（「省略」の声あり ） 

 討論省略とのお声ですが、討論を省略して採決を行って御異議ございません

か。 

（「異議なし」の声多数 ） 

 異議なしと認めます。討論を省略し、採決を行います。議案第56号令和４年

度松田町上水道事業会計補正予算（第３号）について、原案のとおり決するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

 賛成全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 


